
ヘ ーゲ ル の 「陪 審 裁 判 制 」 論

三月前期陪審裁判制要求運動との連関において

小 川 清 次

小論 の意図 は、ヘ ーゲ ルが展 開 した 「陪審裁 判制」論 を、 ドイツ三月革命(1848年)

以前の三 月前期(Vormarz)に 繰 り広 げ られた陪審裁判 制要求運 動の 中で理解す る こと

にあ る。

ヘ ーゲルは、～連 の法哲学 講義、 『法 の哲学 綱要 』(1820年 出版)、 そ して 『エ ン

チ ュク ロペ デ ィー』(第 二 版 、1827年 。三 版 、1830年)(1)の いず れ の司 法活 動論 で も

「陪審裁判 制」 を論 じてい るが、 その際、 その理論的根 拠 は一貫 して、 「自己意識 の

権 利」が裁判 にお いて 認識 され るとい うこ とに置 かれ ている②。 しか し、 「陪審 裁判

制」の扱 われ方 には;構成 上 の変 化 も看 取 され る。 つ ま り、1817/18年 か ら19/20年 まで

の各講義 では、司法活 動の公 開 と陪審裁判所 とが並 列 して取 り上 げ られ ている。 これ

に対 し、 『綱 要」 では司法活 動の公 開 を論述 する こ とに重点が置 かれ、陪 審裁判所 に

ついて はわず か に注 の中で言 及 されてい るに過 ぎない(§§215,224,228参 照)。 更 に、

「エ ンチ ュク ロペ デ ィー』には 、両版 を通 じて法廷 の公 開 に関す る記述 が無 く、また 、

第三 版(§531Alm.)で は陪審裁 判所が 過誤 に陥る可能性が指 摘 されているの である。

構 成上 の この変遷 は、そ れ を三月前期 の 陪審 裁判制 を巡る政治 的 ・社 会 的動向 に重

ね合 わせ る と、二つの 出来 事 と時期 の ほぼ重 な って いる ことが 分 かる。即 ち 、(1798

年 、 フランス に よる占領 後、導 入 され ていた)ラ イ ン左 岸の 陪審裁 判制へ の、1816年

以 降の プロイセ ン政府 の対応 と、1822年 以降 ドイッ全土 で論 議 を呼 び起 こ した 「フォ

ンク事件」 とであ る。前者 は、カ ールスバ ー ドの決 議(1819年)以 降 に実施 された検:閲

と、20年 『綱 要』 との関係 に関わ る。後 者 は陪審 裁 判所 の欠陥一 世 論 に左右 され た

人民裁 判一 を露呈す る 事件 であ ったが 、これ は特 に、 『エ ンチ ュ ク ロペ デ ィー 」両

版 におけ る陪審員 の有 り方へ の言 及 に関係す る と考え られる。

そ こで、先 ず、 「陪審 裁判 制」の理論 的根拠 、即 ち 、法廷 で認識 される 「自己意識
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の権利」 の内容 を明 らか にす る(1)。 そ れに基 づい て、ヘー ゲルの 「陪審裁判 制」

論が訴 訟の証 明手続 きにおい ては 「自由心 証主義」 に位置付 け られ るこ とを確 認 し、

そ のこ とか ら、1817～20年 までの 「陪審裁 判制」論 を プロイセ ン政府 の動 向 との連関

で(II)、 そ して 最後 に、22年 以降 のそ れを 「フォ ンク事 件」 との連 関 で考察 す る

(皿)。 なお、小論 は刑事訴 訟 裁判 に論点 を限定 してお り、民事訴訟 は 対象 に しな い

こととす る。

1

ヘ ーゲ ル にとっ て刑 罰 は、犯 罪 の予 防や 犯罪者 の矯 正 ・戒告 の ための手 段 では な

く、侵害 された法 の 自己 自身 との宥和(Versohnung)で あ る(3)。つ ま り、 ヘ ーゲル に よ

ると、 法(Recht)は 、一 方で法律(Gesetz)と して制定 さ れて現 に有 り(4)、他方 では個 々

人の 内面 で妥当 的な もの と して意 識 されてい る(5)。前者 は普遍的 に妥 当す る法 が 定立

された ものであ るの に対 し、後者 は未だ主観 的 に妥 当 してい る に過 ぎない。そ して、

犯 罪 とは、個 々人 の特 殊 な主 観的権 利(Recht)を 他者 に も妥 当す る ように強制 し、他

者の権 利 を侵 害す る ことで あ る。従 って 、そ れは普 遍的 な法 を否 定 す る こ とに な る

(6)
。そ して、侵 害 された この法 は、裁 判 を通 じて認識 されω、(犯 罪行為 が認定 された

場合 には)犯 罪者 に刑罰 が下 されて、法 は回復 す るのであ る。 この刑罰 の意味 は、一

方で 、判 定者 が犯 罪者 をその行為 に責任 を負 い うる者 た ら しめる ことであ り、他方 、

犯 罪者 自身が刑罰 を 自 らの責任 として洞察 し、引 き受ける こ とで もあ る(8)。また、犯

罪者が負 う責任 の及 ぶ範 囲は、彼 の為 した行為 の 中で、彼の意 図 した もの、知 ってい

る もの に限 られ る。 この責任 は自己意識 の権利 、つ ま り、主観 的 自己意識 が 自分 の洞

察 した行為 に責任 を引 き受け る権利 で ある とされ る(9)。

刑事訴訟 は一般 に二つ の側面 に区別で きる。即 ち、争 わ れる事 実の有無 やその事 実

を類別す る法性決定(Qualifikation)と 、認定 された犯罪 を法律 の許 に包 摂す る判決 とで

あ る。そ して、ヘ ーゲ ルの場合 、前 者 に関 して論点 となるの は、 「行為者 の持 ってい

た見通 しや意 図 とい う、主観 的契機(『 綱要」 §227)」 と、 「ただ諸 々の個別 的な も

のや事情 、感 性 的 直観 と主観 的確 信 の諸対象 だ け(ibd.)」 に関わ る証 明 方法 とであ る

po)
。 これ らは係 争事実 にお いて犯 罪者 た帰す べ き責任 の範 囲 に関 わ り、従 っ て、彼 の

主観の領域 の問題 で もある。即 ち、係争事 実の認定 は被 疑者の 主観 的意識 を も問題 と
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せ ざる をえない。か く して、判定者が 被疑者 の責任範 囲を認定す る際の拠 り所 は 、審

理 を通 じて判 定者 の心 中に形 成 された主観的心 証(diesubjektiveLTberzeugung)と 、絶

対的 自己確信(dieabsoluteGewiBheitseinerselbst)で ある ところの良心 とであ る⑳。

判決 とは特殊 な事件 を普遍 的 な法律 の許 に包 摂す るこ とで ある。それ故 、判決が 、

法律 の専 門的知 識 を備 え、特殊 に捉 われ ない 普遍的意志 を有す る職業裁判 官 によって

為 されね ばな らないの は、言 うまで もない⑫。 しか し、ヘ ーゲル は他方 で、事実 の認

定 を陪審-員と して法 廷 に出席す る市民 の手 に委ね る。彼 はその理 由 と して、被疑者 が

判 定者 と 「その特 殊性 、 身分 な どの点 で(「 綱要』 §228)」 同等 であ る時、 前者 に

は、後者の形 成す る主観的心証 へ の信 頼が生 ずるか らだ と言 う。即 ち、 この時、被疑

者 の主観的責任 が 、彼 自身の洞 察 してい る通 りに、判 定者 によって も洞察 され、確信

される と言 うので ある⑬。そ もそ も、法廷 に対 す る信 頼が無 くては な らないの は当然

であるが 、それ を生 じさせ る もの としてヘ ーゲルの挙 げる陪審員 の資 格(同 等 な 身分

等 々)に は、それ で充 分か どうか とい う疑問 が生ず る。 しか し、この様 な問題 点 はあ

る と して も、陪審裁 判制 をヘーゲ ルが 司法活動 論 に導入す る根拠 は、特殊性 の点 で被

疑者 と主 観性 を共 有す る 判定者(陪 審員)に よっ て、事 実認 定が 為 される か らであ

る。即 ち、ヘ ーゲ ルは、陪審員 の洞察 は被疑者 の洞察 で もあ り、従 って、前 者 による

事 実や責任範 囲の認 定 は、後者 自身の認 定 した もの で もある と考 えるので ある⑯。

】工

前 節で確認 した陪審裁 判 制の基礎付 け は、証 明手続 きの点か ら観 る と、 自由心証主

義 に位置付 け られ る。 これの対極 をなすの は法 定証拠 主義で あるが、ヘ ーゲル はこの

立場 を採 っていない 。つ ま り、裁判 に提出 される証拠 は、直接証拠(目 撃者 ・証人 の

報告 、被疑者 の供 述 ・自白)と 間接証 拠(物 的 ・情況 的証拠)と に区別 で き、 後者 に

は、それ らに基 づい た事 実 の類 推が必 要で ある。そ して、 自由心証 主義 とは、両証拠

の何 れ を も証拠 と して採用 す るこ とを許 し、それ らに基 づいて判 定者 は、争 われ る事

実の内容 を推 理 し、また形 成 され た心 証 に基 づいて判決 を下す立場 であ る。他方 、法

定証拠 主義 とは、判 定者 の 自由な推理 を許 さず 、従 って、間接証拠 は採用せ ず、直接

証拠 による一定の証 明要件(複 数 の証 人か 、或 い は被疑者 の 自白)が 満た され る と、

判 定者の心証 とは無 関 係 に、有罪が宣告 され る立場 をい う⑮。 ヘーゲ ルは既 にハ イ デ
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ルベ ルク講義(17/18年)で 、両証拠 の いずれ をも裁判 にお ける証 拠 と して認 め てお

り、そ れ らに基 づいて事 実 を推理 し、認識 す るのが法廷 の職務 の一つ である ことを述

べ てい る(§110参 照)。

ヘ ーゲルが 自己意識 の権利 を陪審裁判 制の論拠 としてい る点 か ら考 える と、 自由心

証 主義 が採 られるの は必然 的 である。 しか し、注意 すべ きは、十八 世紀初頭 当時 の ド

イツで、 陪審裁判 制 と自 由心 証主 義 とは一 般的 で なかった とい う こ とであ る。っ ま

り、イギ リス を除い て ヨー ロ ッパ で は、中世末以 降(十 五世紀 以降)、 大 学で法学教

育 を受けた学識 裁判官 が審理 を担当 し、真実 を発見 して判決 を下す糾 問訴 訟が広 く行

われてい た。糾 問訴訟 は、裁 判官の心証形 成が恣 意 に左右 され易 い とい う考 えに基 づ

いて、む しろそれ を排 除す るため に、法 定証拠主義 に則 って行 わ れ、特 に自白の獲 得

を 目的 とす る裁判 であ った(但 し、証 拠の信用性 や刑罰 の裁 量等 に関 して、裁 判官の

自由な判 断は、実 際上 は 、行 われて いた)。 自由心証主義 に基づ く近代 的陪審裁 判制

度 が大陸 で初 め て成 立 したの は、革命 期 の フラ ンス である。1791年 憲法お よび、 同年

刑 事訴訟法 におい て は、選挙 で選 出 された 陪審員 が事実 の認定 を行 い、法律 の適用 は

裁 判官が行 うと規 定 され、1808年 の治 罪法典 では、陪審裁 判制 において 自由心 証主義

を採 る ことが明言 されてい るの である(16)。

この陪審裁判 制が フラ ンス法 と共 に、1798年 以降 フ ランス に占領 されたラ イン左 岸

に導入 されてい たので あるが、 同:地以外 の ドイ ッ全土 では、糾 問訴 訟が依然 と して圧

倒的権威 を持 っていた(17)。ドイ ッ規約 同盟締結(1815年)後 、 ライ ン左 岸 は プロイ セ

ン領 に編 入 されてい るが 、ヘ ーゲ ルが ベ ル リン大学 に移 る(1818年)前 後の プロ イセ

ン政府 の陪審裁判 制へ の対応 を観 る と、司法大 臣キル ヒァ イゼ ンは直 ちに、 同:地の陪

審裁判 制 とフラ ンス法 とを廃 止 して古 プロ イセ ン法 を実施 しよう として い る。 しか

し、これ は宰相 ハル デ ンベ ルクに よって阻止 さ れ(1816年)、 ライン左 岸での法状 態 を

徹底 的 に調査 して プロ イセ ン法 と比較 を行 うための、直属 司法委員会 が組織 された。

同委員会 の鑑 定意 見 は1818年2月 に政府 に提 出されたが 、その中で は、陪審裁判所 を

存続 す る提案 が行わ れてい る。そ して、 この報告書 は直 ぐには公表 されず 、同委員 会

は二年 間の協 議 を経 て閲覧 に供 している(18)。

この よ うな政治 的情況 の中 に、ヘ ーゲル の陪審裁判 制論 を置い てみる。先ず気 付か

され るのは、ハ イデルベ ル ク講 義(17/18年)と 、ベル リ ンでの最初 の講義(18/19年)と の

間の用語 上の不連続 性 である。17/18年 講義 では陪審裁判所(Geschworenengericht,§116)

一64一



ヘ ーゲ ルの 「陪 審裁 判 制 」論

とい う語が用 い られてい るの に対 し、18/19年 講 義で は 「同格 出生 の人 々 による裁 判

所(GerichtvonebenbiirtigenMannern,§111)」 と表現 されている。後者の表現 で は、同

格 出生者 に よって 判決 が作 成 され た中世 の 身分制裁 判所(!9と 区別 で きない。 また、

制度 面か らも不 連続性 が看取 される。ハ イデルベル ク講 義で は、陪審員 が国民 の選挙

に よって選 出 され る とい うこ とが 明言 されて いるが(「 〔陪審裁判員 は〕国民 に よっ

て選 ばれね ばな らない」 §116Anm.,S ,155)、 これ は1791年 フラ ンス憲法 での陪審員 に

つ いての規 定 に対 応 しうる 闘 。そ して、18/19年 講義 で は(ま た 、これ以降の 講義 や

著作 で も)、 陪審員 の選挙 そ の ものへの言及 は全 く為 されていないの であ る。

17/18年講 義 と18/19年 講 義 との間の この不 連 続性か ら考 え得 るの は、 ヘ ーゲル は後

者の講義 で陪審裁 判所 とい う語 を意識 的 に用い なかった、 とい うこ とであ る。 と言 う

の は、上 述の ように、当時の プロ イセン(及 び、その他 の ドイツ諸 国)に お いて陪審

裁判制 は まだ一般 的で はな く、それ はむ しろ革命 フ ランス の法 制度 として捉 え られて

お り(ZIJ、そ して 、直 属 司法 委 員 会 の鑑定 意 見(従 って 、 プロ イセ ン政 府 の 決 定)

が、 まだ国民 に公 表 され て いなか った か らで ある。 しか し、19/20年 講義(及 び 、そ

れ以 降)で は、市民 の参加 す る陪審 裁判所 が論 じられてい る。そ して、 この こ とは上

の推測 を否 定 す る十分 な根 拠 とな りうる。19/20年 講義 では、 ハ イデルベ ル ク講 義 と

同 じ く、陪審裁 判制論 が、 自己意識 の権利 の観 点 で、 自由心証 主義 に立 つ訴訟手続 き

に よって展 開 され て いるか らで ある⑫2)。従 って 、18/19年 講義 の記 述 は、筆 記者 ホー

マイヤー の書 き落 と し、 ない し書 き誤 りに過 ぎない か、 また は、ヘ ーゲル 自身 は外 的

政治 的情 況 を顧 慮 せず 、他 意無 く簡 略 に説 明 した に過 ぎな い とい うこ とも考 え られ

る。既 に17/18年 講義 で、 「同格 出生 の人々 か らなる陪審裁判 所(Geschwo・enengericht

ausebenbiirtigenMannern,§116)」 が 、権 利の主観 的確 信 を市民 が獲得す る保 障 と して

論 じられて いるか らであ る。

しか し、そ うであ る と して も更 に、17/18年 か ら19/20年 までの各 講義 と20年 末 に出

版 された 「綱要 』 との 問に観 られ る不 釣 り合 いは 、 カ ールスバ ー ドの決 議(1919

年)以降の検 閲 とも問 題 が関 わ るか ら一 簡単 には説 明で きな い。つ ま り、 『綱 要 』

で は、簡易 裁 判所等 が本 文(§223)で 論 じられて い るの と対照 的 に、陪審 裁判所 は注

(§228Aiun.)で 言及 されてい るだけ なの であ る。特 に、19/20年 講義 は 『綱要」 の執筆

とほぼ 同時期 の もので ある こ とを考 慮す る と、 『綱要 』で も 「陪審裁判所 」 は、注で

は な く本文 で当然 明示 される はず であ る。
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ヘ ーゲルが 直属 司法 委員会 の鑑 定意見(或 い は、 プロ イセ ン政府 の決 定)を 知 っ

て いた の か どうか 、そ して知 って い たの な ら、 そ れはいつ 頃であ るのか と い うこ と

は、講義録 そ の他 の資料 か らは明 らか で ない 。 しか し、ベ ル リ ンにお ける19/20年 講

義で ヘ ーゲルは 、 「比較的最 近話題 にな っているの は、司法活動 の公 開と陪審裁判所

とであ る(S.181)」 と述べ て、陪審裁判 制が社会 的 に関心 を呼 んでいる ことを指 摘 して

お り、この指摘 はラ イン左 岸の 陪審裁判 制を巡 る論 争や運動 を念頭 に置 いて なされた

ものであ る と考 え られる。 と言 うの は 、直属 司法委員 会 が組 織 された 頃(1816年)か

ら、法律 家 の間で は陪審裁判 制の存続 を巡 る賛否 両論が展 開 されてお り、 また、存続

を求 める大衆運 動 も展 開 されていたか らであ る(23)。

そ して、ヘ ーゲル は19/20年 講義の 中で 続 けて こ う述 べ ている、即 ち 、 「自己 意識

の権利 、即 ち 自身 に よる洞 察 は総 じて斯 か る段 階で 与 え られ るべ きであ る(ibの」 。

また 、 「 〔自己意 識の権 利 とい う〕 この側 面 は とりわ け、 陪審 裁判所 を実 に重要 な政

治的制度 に した所 以の も のであ る(S.185)」 。つ ま り、 『綱 要』 と同 じ くこ の講 義 で

既 に、 自らの権利 を自 らのロか ら語 る とい う自己意識 の権利 の観 点で 、 「 〔イギ リス

にお ける〕 自由の守護神(ibd.)」と同様の もの と して、陪審裁判所 が論 じられてい る。

陪審裁判所へ の この ような評価が20年 「綱 要』 には記 されてお らず、 その点の みに注

目す るな ら、 『綱 要』 でヘ ーゲル は検 閲 に対す る配 慮か ら陪審裁 判所 には注の 中で 目

立た ない ように言及 した のだ、 と結 論づ ける ことも可 能で あろう。実際 、当時 の司法

大 臣キル ヒアイゼ ンは リベ ラル な改 革の総 てに反対の立 場 を採 る人物 であ り、前述 の

ように、陪審裁 判所 につい て も存 続 には反対の態 度 を示 していた か らで ある(24)。

しか しなが ら、キ ル ヒァ イゼ ンは、刑 事訴訟 にお ける手 続 きの公 開 にも断固 と して

反対 の立 場 を採 っ てい る(25)。また 、 当時、陪 審裁 判所 と自由心証 主義 とは不 可 分 の

もの と、 一般 にみ な されて いたか ら(26)、彼 は証 拠採用 に関 して、 恐 ら く自由心証 主

義 に も反対の態度 を採 ってい た と考 え られ る。ヘ ーゲル は、司法大 臣の この立場 とは

正反対 の立場 を、 『綱要」 で も明示 してお り(法 律 の公 開 §215、 法廷 の公 開 §224、

そ して自由心証主 義 §227)、 この点 か ら観 ると、 『綱要』 を執 筆す るに際 してヘ ーゲ

ル が検:閲には配 慮せず 、陪審裁 判制 を論 じた と考 えるのが妥 当であ る。

皿
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ヘー ゲルが 、20年 「綱要」 まで一貫 して、 自由心証 主義 に基 づ く陪審裁 判制論 を論

じてお り、それが 「自己意 識の権利 」を軸 に して 、これ に基づ いて 展 開された こ とか

ら考 える と、 『エ ンチ ュ ク ロペ デ ィー』 第二版(27年)、 第三 版(30年)で の司法活動 論

にお ける陪審裁判 制の取 り扱 い方 には、或 る疑 問が起 こる。つ ま り、両版 いずれ にお

い て も裁判 にお ける事 実認定 の不 完全 さが指摘 されてお り、即 ち、第二版 では、 「自

白は、本性 か ら観 る と主観 的で ある確 実 さ(Vergewisserung)の 、最 高頂点 とみな され

るべ きであっ て、そ れ故、最終決 定 は自白 に置か れる。[…]〔 しか し、 自白 と

い う〕 契機 は不完全 であっ て、なぜ な ら、そ れは一つの契 機 に過 ぎないか らであ る。

しか し、 もっ と不 完全 なの は、他の契機 、即 ち、単 なる情 況や証言 に基 づ く証 明が抽

象 的 に受 け取 られる こ とで あ る(§531AnmJ」 と述べ られて いる。 更 に第三 版で は、

これ に続 けて こ う付 け加 え られてい る、即 ち 、 「そ して、陪審員 は本 質的 に裁 判官 で

あ って、判決 を下す 。陪審員が かか る客 観的証 明 を頼 りにす る限 り、 しか し同時 に、

心 の 中に有 る に過 ぎない 限 りでの 不完全 な確 信 に委 ね られ ている 限 り、陪 審裁 判所

は、客観 的証 明 と、主観 的ない わゆ る道徳 的確 証 との、(本 来 は未 開な時代 の もの で

ある ところの)取 り違 えや混 同を含 んでいるの である」。 つ ま り、両版何 れにおい て

も、 自白の持つ証拠 と しての価値 が無条件 には認 め られてお らず、 また、特 に第三版

で は明示 的 に、陪審員 に よる証拠 判定 には不 完全 さのあ るこ とに注意が 喚起 されてい

る。ハ イデル ベ ルク講 義(17/18年)で 既 に、有 罪 判決 のため には、 自白のみ な らず 、

情 況 的物 的証拠 も不可 欠で ある ことは指摘 され てお り(§110A皿i.S.144)、 また、20一

年 「綱要 」 で も、 裁判 で は供述 、 証言 や情 況か ら推論 され る事 実 が論点 で あるが故

に、その証 明は、具体 的情 況 と切 り離 された 「幾何学 的定理 の証 明」 とは違 う仕 方で

行 われね ばな らない こ とが 指摘 され て いる(§227)。 しか し、証 明方法 を誤 って 推理

を行 った陪審員 が 、判 定 に際 して過 誤 に陥 りうる という ことを明確 に述べ た箇所 は、

「綱 要」以 前 には現 われ ていない のであ る。

手 掛 りになるの は第二版 での以 下の指摘 である、即 ち、 「構成 事実 について裁 判官

が[…]一 単 に諸 情況 と第 三者の証言 と によって一一確信 す るこ とと被告 の 自

白 とは、比較 的最近多 くの関心 を呼 び起 こ したので あって、 いわゆ る陰寄裁 判所 に関

す る問題 の主要 な る事柄 を成 す(§531A㎜.)」 。 当時(1816年 ～。但 し、社 会 的 に論

議 され始 めたの は22年 以降)、 陪審 裁判制 の基 礎 である 自由心 証主義 に関 わ る事件 と
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して注 目された ものに、 ケル ンで起 こった フ ォンク事件 が ある。それ は、或 る殺 人事

件 の容疑者 と して、世 論が 商人 フ ォンク とその使 用人 とを挙 げ、 この世論 に左右 され

た 陪審裁 判所 が彼 らに有罪 を下 した 、一種の 人民裁判事件 で あった。 この殺 人事件 に

は証拠 が な く、世論 は、富裕 な フォ ンクに対す る貧 困者 の嫉妬 や、宗 教的感 情か らの

憎悪 に よっ て、彼 を犯 人 と決め付 けた と言 われてい る⑳ 。居酒屋 で説得 された陪審

員 達は、使用 人 の 自白 もあ っ て(但 し、 この自 白は後 に撤 回 され ている)、 証拠 の欠

如 に も蜘 らず 、死 刑判 決 を下 した(1822年6月)。 控訴 申請 も棄却 され、法律 家の 間で

は賛否 両論の論 争が起 こった(28)。

へ 一ゲルが この事件 を知 っていた か どうか は、講義そ の他 の資料 か らは明 らかで は

ない。従 って、 「比較 的最 近多 くの 関心 を呼 び起 こ した」 ものが この事件 を直接 に指

す のか どうか 、慎 重 な態 度 を取 るべ きであろ うが 、 しか し、彼 が この事 件 を知 ってい

た と、非常 に高 い確 実度 を もって推測す る ことはで きる。即 ち、外 的情 況 と しては、

彼 が1822年9月 にネ ーデル ラン ト旅行 を行 った際 、ケル ンに も立寄 っていた こ と。 ま

た、法哲学 その もの との連 関 で も、 この事件 は ライ ン左 岸 の陪審 裁判制 の存 続 を問題

とする論争 を引 き起 こ した もの であ り、 しか も、そ れは後 に一 かつ てのア ーノル ト

水 車小屋事件闘 と同様一 司法 に国王が介 入す る国王 大権の 問題 と もな った ことであ

る(死 刑判決 に対 して国王 は認証 を与 えず 、 フォンクを無罪 と した)(30)。

フォン ク事件 の 問題 点 は 、陪審 員の行 う事 実認 定の仕 方 と、 こ れに影響 を与 えた

「世 論」の働 きか けで ある。つ ま り、 この事件 は 、事件 とは無 関係 な感情 に由来す る

多 数の偶 然 的意 見 に陪審員 の判定が左右 された ことを示 してい るのであ る。

22/23年 講義 で は、 陪審裁判 所が 主観 的 自由 の実 現す る場 である ことが確 認 されて

いるだ けで あ るが、24/25年 講 義で は、事 実認定 に際 して の重 要 点が冗長 な ほ ど述 べ

られてい る。後 者の講 義で注 目すべ きは、 自白のみ を証拠 と して行 われ る事 実認定 の

不充分 さが指摘 され ている こ と、そ して、陪審員及 び、法廷 で為 される審理 に耳 を傾

ける公衆 とにお け る 「良心」 の重 要性が力 説 されてい るこ ととの、二 点で ある。ヘ ー

ゲ ルの論 述 を要約 す る と、即 ち、前者 について は、 自白 も情 況的証拠 とfem.す る必要

性 が 述べ られ てい る(S.583)。 後 者 に 関 しては 、陪審 員 は審理 を通 じて 、 「良心」、

つ ま り、妥 当的 と思わ れる事 を自分 自身の心 の 中で 自分か ら見 つけ出 して、確 信 し、

知 る態度 を維 持 しな くて はな らない こ とが述べ られ てい る(S.574f.)。 しか し、 この良

心 はまだ主観的確 信で あるか ら、更 に、陪審員 同士 の間で 、この知や確 信の一致 す る
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事 も要求 され ている(S.582)。 そ して、全 員一致 と言 って も、そ れ は高 々十数 人の間 で

のみ到 達 した 、依 然 と して主観 的な結論 に過 ぎないか ら、法廷 の主観 的確 信が 、処 罰

す る側 や、 される側 の何 れ に も偏 らない ための平衡錘(Gegengewicht)と して 「世論」

が登 場す る(S.582)。 ここで、世論 とは陪審員 と同 じく 「良心」 を もって耳 を傾 ける公

衆 の考 えを意味 してい る と解 せ るが 「公衆 におい て も 〔陪審裁判 所 と同様 に〕誰 もが

良心 を持 ち、そ れに従 って考 え る」S.574)、 そ の公 衆が平衡錘 た りうるの は 、法廷 の

公 開 によっ てであ る こ とは論 を侯 た ない(S565)。 あ るいは 、法廷 の公 開 と世論 とは

不 可分離 の もの と さえヘ ーゲ ル は考 えて いる 。 「 〔法廷 の公 開に よ って〕公 衆 は

[…]裁 判 官の主 観性 に対 して、 よ り広汎 な保 障 を有 し、[…]〔 裁 判官 の

主観 性や、怠惰等 〕 に対 して 、司法活動 の公 開は平衡錘 なの である(S .567)」。

24/25年 の講 義で 、事 実認定 に関 して、陪審 員 の良心 と法 廷 の公 開 に よ り形成 され

る公衆 との重要性 が確認 され てい るこ とか ら観 る と、 『エ ンチ ュクロペデ ィー』第二

版 で、それ らに言及 されてい ないの は奇妙で ある。 しか し、既 にハ イデ ルベ ル ク講義

以来 、ヘー ゲルに とって明 らかであ るのは、世論が 、公共性 を得 て普 遍妥 当 的であ る

と同時 に 、 「個 人独 自 の特 殊 な もの と結 び付 い て(『綱 要」 §316)」 もい る とい うこ

とであ る(31)。この よ うな もの であ る限 り、世論 は、重 す ぎた り軽 す ぎた りして 法廷

を偏 らせ る錘 と もな り得 る。即 ち、世論 を偏 りの無 い司法活動 の保 障 と して導入 す る

こ とは不可 能な のであ る。

『エ ンチ ュ クロペ デ ィー』 第二版 では 、 「確 実 さの最高頂 点」で ある 自白で も不 完

全 であ り、 しか も、 「抽象 的 に受 け取 られた」 証明 も不完 全 である と述べ られ ている

だけで、 どの様 な事 実認定が 、 よ り完 全 な ものた り得 るのか、ヘ ーゲ ル自身は明言 し

ていない。 しか し、 第 三版で は、前述 の箇 所 の他 に こう付 され てい る、即 ち 、 「問題

となるの は[…]確 信 が 真鉦 離 せ ない とい うこ とであ る(§531Anm .)」。 これ

は、自由心証主義 に基 づ くヘ ーゲル の陪審裁判 制論 を、認 識論的 に凝 縮 した叙 述 であ

る。つ ま り、裁判 にお いて判定者 は、様 々 な証言者 ・主観 の確 信 してい る証 言 ・証拠

に基づ いて、係争 される過去 の事 実 を自 らの主観 の中で も、認識 し、心 証形成 しな く

て はな らない。 この事実 は、事 実 とい う よ りは む しろ、裁判 におい て要 求 される経験

的真理 である。 そ して 、この真理 を見い だす陪審員 が 「本質 的 に裁判官 であ って、判

決 を下す」 と述べ られ る時、そ こで は、裁判 の 中での陪審員 の役 割が 、実際の判決 を

下 す職業裁 判官 よ りも重要 であ るこ とが表 明 されている。 と言 うの は、ヘーゲ ルの刑
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罰理論 では犯 罪者 の意図 も係争 の対象 であ り、追求 され る事 実 にはそれ も含 まれ る。

そ して 、かか る事 実 と法廷 で確信 される経験 的真理 とが合致 してい るか どうか、そ れ

自体 と して客観 的 に判定 はで きず 、主観的判 定者 と しての陪審員 のみが 、心証 に基 づ

く自己確信 に よって真実 を決定す るか らである。

陪審員 に確 信 と真 理 との一致が要 求 される とい うこ と、 この ことは、ハ イデ ルベル

ク講義(17/18年)以 降の何 れのヘ ーゲル陪審裁 判 制論 にお いて も、た とえ明示 的 に表

明 され てはいない にせ よ、その基 調 を成 してお り、 「陪審員 は本 質 的に裁 判官 であ っ

て、判決 を言 い渡す」 とい う叙述 は、陪審員 の位置付 けが明確 に され た もの である。

しか し、 フォ ンク事件 とい う実際 の裁 判が示 していた のは、陪審員 の過誤 に陥 る危 険

性 が非 常 に高 く、 また、世論 も、特殊性 を とりうる両刃 の剣 であるか ら、それ を防 ぐ

保障 には な らず 、 む しろ彼 等の判 定 を誤 らせ る可 能性 を充 分 有す る、 とい うこ とで

あった。従 って、ヘ ーゲル におい て陪 審員 の判 定の過誤 を防 ぐ保 障は、結局 、彼等 の

内的心証 が形成 され る過 程そ の もの に置 か ざるをえない ことになる。ヘ ーゲルは既 に

「綱要 』(20年)で 、心 証形成 過程 における証明 につい て、それ を数 学的証 明 とは峻 別

すべ きことを述べ てお り(§227Aiun.)、 『エ ンチ ュクロペ デ ィー 』第三 版で は、議論 を

一歩進 めて
、両者 を混 同 してい る場合 は、陪審員 の形成す る内的心証 が、法廷 での審

理 とは無 関係 な 、そ れ故、飽 くまで内 的 に過 ぎず、確 信 されるべ き真 理 に至 らない 心

証 で あるこ とを指摘 してい る、 と言 え るの である。

小 論の 冒頭 で指摘 したヘ ーゲル陪 審裁判制論 の一連 の変遷の根底 には、法廷 におけ

る自己意識の権 利の認 識 と 自由心証 主義 とが 、一貫 して存 在 している。ヘ ーゲ ルにお

い て司法活動 は、偶然 的 な事 件 とい う限 られた特 殊 な もので はあるが、普遍 的 な法 が

諸個 人 に認識 され る場 と して、彼の法哲 学体系全体 の 中で重要 な位 置 を占め る。ヘ ー

ゲ ルは、司法活動 の 中で洞察 された義務(責 任)と 権利 とが一致す る と考 えるか らで

あ る。そ して 、ヘー ゲル による と、 陪審 裁判所 には、被疑者 自身が洞 察す る権利 と義

務 とを、他 の市民 も洞 察す る とい う役割 が有 り、それ故 、被 疑者の意 図 を も推 理す る

自由心証 主義 の立場 をヘー ゲルが採 るのは、必然 的で ある。 しか し、陪審員 も特 殊性

を持 ち、 それ に左 右 され る もの で あるか ら 、現 実 に為 され る判 定 が誤 る可 能性 は高
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い。 この問題 点 を、 「綱 要」 までのヘ ーゲル はさほ ど重視 して い ない ように思 われ る

が、 フォ ンク事件 に よる 陪審裁 判 制の ネガ テ ィー フな側 面 の顕在 化 を契機 として 、

『エ ンチ ュ クロペ デ ィー』両版 に観 られる ような記述 が為 された と考 え られ るのであ

る。

註

(1)使:用 テ クス トは 、20年 『法 の 哲 学 綱 要 』 『綱 要 」と略 記)は 、主 と してSuhrkamp

版 第7巻 。 な お 、 「法 の 哲 学 』(赤 沢 正 敏 他 訳 。 中央 公 論社 、1978年)を 参 照 し

た 。17/18年 講 義 は 、Hegel:V・rlesungen.Bd.1,Hamburg1983を 、18/19年 講 義 は 、

H:egel:DiePhilosophiedesRechts.Hrsg.v.KニH.llting,Stuttgart1983を 、19/20年 講 義

はHegel:PhilosophiedesRechts.Hl'Sg.v.D.Henrich,FranldurtamMain1983を 、22/23一

年 、24/25年 講 義 は 、Hegel:NaturrechtandStaatswissenschaftimGrundrisse.Ed.v.

K-H.lltingBd.3,4,Stuttgart-BadCoy皿Stdttl974を 、 『エ ン チ ュ ク ロ ペ デ ィ ー 』第 二

版 は 大 全 集 版 を 、 第 三 版 はPhB版 を使 用 。 引 用 は節 数 で 示 し た が 、 講 義 の 場

合 、 ペ ー ジ 数 で 示 した 箇 所 も あ る 。 引 用 文 中 〔 〕 内 の 語 句 は 筆 者 に よ る 補

足 。

(2)但 し、 「エ ンチ ュ ク ロペ デ ィ ー」 両版 で は 「自 己 意 識 の権 利 」 が 明示 さ れ て お

らず 、 む しろ 、 自由 心 証 主 義 の 立 場(II参 照)か ら論 述 さ れ て い る。

(3)17/18年 講 義 §112,19/20年 講 義S.179,「 綱 要 」 §220を 参 照 。

(4)18/19年 講 義 §104,19/20年 講 義S.169f.,『 綱 要 」 §211を 参 照 。

(5)18/19年 講 義 §72,19/20年 講 義S.106,S.119f.,「 綱 要 』 §132を 参 照 。

(6)17/18年 講 義 §45,19/20年 講 義S.85f.,「 綱 要 」 §95を 参 照 。

(7)17/18年 講 義 §110,19/20年 講 義S.175f.,S.178.『 綱 要 」 §219を 参 照 。

(8)17/18年 講 義 §§46,47.19/20年 講 義S.87,『 綱 要 』 §§100,132を 参 照 。

(9)17/18年 講 義 §55,19/20年 講 義S.93ff.,『 綱 要 』 §§117,132を 参 照 。

(10)17/18年 講 義 §§110Anm.ll6A㎜,,19/20年 講 義S.183も 参 照 。

(11)19/20年 講 義S.183も 参 照 。

(12)17/18年 講 義 §40を 参 照 。

(13)17/18年 講 義 §116A㎜.,19/20年 講 義S.181を 参 照 。
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(14)19/20年 講義5.184f.を 参照。

(15)自 由心 証 主 義お よび、 法定 証拠 主義 につ い ては 、庭山 英雄 『自 由心証 主義 』

(学陽書 房 、1978年)と 、光藤 景咬 『自由心証主義 の反省 』(大阪 市立大 学法学雑

誌、25巻3-4号)と を参 考 に した。

(16)こ の段 落 を叙 述す るに際 しては、ミッタイス=リ ーベ リ ッヒ著、世 良晃志郎訳

『ドイッ法制史概 説』(創文 社 、1971年)、 上 山安 敏 『法社会 史』(み すず書 房、

1966年)、 中村 義孝 『フランス革命初期 の重罪裁判 」(立命 館法学 、225-226号)、

及 び、光 藤、上掲論 文 を参 考 に した。

(!7)こ の こ とは、例 えばバ イエ ル ン王 国でAフ ォイエ ルバ ッハ の起 草 した刑法(1813)

の刑 事訴訟 が 、依然 と して法定証拠 主義 に基 づ く糾 問訴 訟的裁判構 造 を とって

いた ことで示 される。彼 は、その前年 に公 表 した 『陪審裁判所 に関す る考察』

の中で、 陪審裁判 制は 、絶対 主義 以外 の国家 において必要 な司法制 度で ある こ

とを認め つつ、 それ を ドイッ に導入 す る事 は時期 尚早 で もあ るこ とを述べ てい

るので ある(参 考 、佐伯千偲 『フォイエルバ ッハ と法 定証拠 主義 の運命(一)」

立命館 法学 、102号 。P.J.A.Feuerbach:BetrachtungenfiberdasGeschwornengericht,

Landshut1812,S.47ff.,S.121ff.u.S.169ff.)o

(18)ラ イ ン左岸 で実 施 されて いた陪 審裁判 制への 、 プロイ セン政府 の対応 につい て

は、ESchwinge:DerKampfumdieSchwurgerichte,Breslau1926,S.19ff.を 参 照 し

た 。

(19)同 格 出 生Ebenbiirtigikeitの 原理 は古代 ゲ ルマ ン時代 にまで遡 る もので あ り、中世

を通 じて支配 的 原理 であ った 。 この原理 によっ て、各 人はそ の生 まれ に応 じて

何等 か の身 分 に法 的 に類別 され たの であ る。 中世 の 裁判 では 、被 告 と 同身分

か 、 より高 い 身分 の人 々 に よって判決が 発見 されね ばな らなか った が、 この原

則 は十六 世紀 頃 崩れ 、ローマ法 等 の専 門的訓練 を積 んだ裁 判官 による裁判 が行

わ れる ようになった 。

(20)同 憲法 、第三編 第五章二 条 に裁 判 を行 うのは人 民 によって選 ば れ、国王の任命

した裁判 官で ある 旨が規 定 されてい る。

(2!)陪 審裁 判 制 の他 、 自由 心証 主義 、 弁論 手続 きの公 開 ・口頭 性 な ど は1848年 の

三月革命 に よって成立 した立法 で初 めて取 り上 げ られ てお り、この革命立 法 は

1879年 、 ドイツ帝国の刑 法 によって承認 されてい る。
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(22)

(23)

(24)

(25)

(26)

(27)

(28)

(29)

(30)

(31)

19/20年 講 義S.185,『 綱 要 』 §229A㎜.を 参 照 。

上 山 、 上 掲 書 、396ペ ー ジ 。

E.R.Huber:DeutscheVerfassungsgeschichte.Bd.1,Stuttgart,Berlin,Kola,Heinz1960 .

ibid.S.140f.

十 九 世 紀 前 半 、 「職 業 裁 判 官 に対 して は 、 「主 観 性 」 と 「恣 意 」 に 対(抗)す る

不 可 欠 の 保 障 と して 、 殆 ど例 外 な く、 法 定証 拠 主 義 に よる 裁 判 官 の 心 証 の拘 束

及 び 制 限 が 要 求 さ れ た 。[…]自 由 心 証 主 義 は 陪 審 裁 判 所 の イ デ ー で あ

り、 こ れ を 学 識 裁 判 官 の 心 証 形 成 へ 移 しか え る こ と は不 可 能 と 考 え ら れ て

い た」(光 藤 、上 掲 論 文293ペ ー ジ)。

Schwinge,op.cit.,S.32f.

上 山 、上 掲 書 、400ペ ー ジ 以 下 。

1770年 、 水 車 小 屋 の賃 料 支 払 い を巡 る裁 判 で敗 訴 した 製 粉 業 者 ア ー ノ ル トが 、

フ リ ー ド リ ッ ヒ 大 王 に 直 訴 し、 大 王 が 裁 判 官 を 罷免 し て 、彼 を 救 済 した 事 件

(詳 し くは 、村 上 淳 一 「ド イ ツ の 近 代 法 学 』 東 京 大 学 出版 会 、1964年 、83ペ ー

ジ 以 下 を参 照)。 ヘ ー ゲ ル は こ の事 件 に17/18年 講 義(§116Anm .S.158)や20年

「綱 要 』(§295Auin.)で 言 及 して い る 。

上 山 、 上 掲 書 、402ペ ー ジ 。

17/18年 講 義 §134,S.191.

〔大阪府立工業専門学校 期限付講師〕
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Hegels Lehre vom Geschworenengericht

Sei ji OGAWA

 Unsere Abhandlung hat die Absicht, Hegels Lehre vom Geschworenengericht aus ihrem 

geschichtlichen Kontext der es verlangenden sozial-politischen Bewegungen im deutschen 
Vormarz zu verstehen. 

 Anhand von ,Rechtsphilosophie" von 1820 and andem rechtsphilosophischen Vorlesungen 

kann man den theoretischen Grand des Systems ins Recht des SelbstbewuBtsein gelegt linden, 

daB der Angeklagte selbst die Schuld an seiner eigenen Handlung subjektiv erkennen mug. 

Und es soil nur insofem bewirkt werden, als die Entscheidenden (Geschworenen) die 

Besonderheit and subjektive Einsicht des Angeklagten in ihren Uberzeugungen mit ibm 

mitbesitzen konnen. 

 In Riicksicht auf das ProzeBverfahren and die Beweiserhebung gehort Hegels Argumentation 

der freie Beweiswurdigung an, die in Opposition zum InquisitionsprozeB aus der gesetzlichen 

Beweiswurdigung steht, der aber damals in fast ganz Deutschland ausgefuhrt wurde. 

Geschichtlich gesehen ist das Geschworenengericht, das auf der freien Beweiswurdigung beruht, 

ein neuzeitliches System des Prozesses, das im revolutionaren Frankreich entstand and darn 

ins von ihm besetzte linke Ufer des Rheins eingefiihrt wurde. Unter der reaktionaren Zeitsituation 

seit dem Wiener KongreB versucht die preuBische Regierung (besonders der damalige 

Justizminister), es abzuschaffen, wogegen sich die Liberalisten um dessen Fortdauer bemuhen. 

In diesem Antagonismus steht Hegel auf der Seite der letzteren. 

 Aber in bezug auf seine Einschatzung des Geschworenengerichts kann man auch eine 

Veranderung konstatieren, daB namlich die Moglichkeit einer Fehleinschatzung durch 

Geschworene in den Berliner ,Enzyklopadie" aufgezeigt wird, was man doch in ,Rechts-

philosophie" von 1820 noch nicht feststellen kann. Mit holier Wahrscheinlichkeit kann man 
als Grand dieses Wechsels den ProzeB Fonk angeben, in dem die durch die Meinung der 

Masse eingewirkten Geschworenen ungeachtet des Mangels an Beweis ihn schuldig sprachen. 

Was Hegel aus diesem Fall gelernt hat, scheint das BewuBtsein der Notwendigkeit zu sein, das 

System nicht nur positiv als Wiederherstellung vom Recht des SelbstbewuBtseins, sondern 

auch negativ unter Berucksichtigung von der Fehlerhaftigkeit der innem Uberzeugung zu 

betrachten.
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